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概要

（１）調査目的

• 個人ばく露測定の精度を担保する方策の検討に当たり、必要な情報を収集するため、アンケートを実施したもの。

（２）対象事業場等

• 実施期間：令和５年７月10日～令和５年８月４日

• 調査方法：所定のアンケート様式により都道府県労働局から事業場に郵送で通知し、電子メール（エクセルファイル）で回答

• 対象事業場：令和４年の特定化学物質健康診断結果報告書を提出した事業場のうち、「特定化学物質業務コード」が「260（溶接ヒューム（こ

れをその質量の１％を超えて含有する製剤その他の物を含む）」である24,519事業場から、都道府県、業種、労働者数に偏り

がないように一定の比率で抽出した2,619事業場

• 回答事業場数：1106事業場（回収率 42.2%）

質問(1-ⅰ)個人ばく露測定はどのような場合に実施したことがありますか（複数回答あり）。

質問(1-ⅱ) ⅰで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載） 全回答数：1267件（複数回答あり）

個人ばく露測定にかかるアンケート結果（測定の実施経緯）

• 約64％が溶接ヒュームの濃度測定のた

めに実施と回答。

• 次いで、約31%がリスクアセスメント及

び適切な保護具選択のために実施と回答。

＜その他＞

• 屋内で継続的な作業はないが、単発的に

金属アーク溶接作業をする際に測定した。

64.1%

31.3%

3.7%

0.9%

①継続的に屋内で金属アーク溶接等を行

う作業場で、溶接ヒュームの濃度を測 …

②リスクアセスメントにおけるリスク見

積もりと呼吸用保護具の選択のために …

③第三管理区分の作業場で、作業環境管

理専門家に改善困難と判断された場所 …

④その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2

実施実績及び今後の実施見通し
質問(2)直近の事業年度における個人ばく露測定の実績はどのくらいでしょうか。

全回答数：1071件

質問(3)個人ばく露測定による実績は、今後どのような見通しでしょうか。 全回答数：1068件

• 約６割が「１～５件」と回答。

• 約５割が「増減なしの見込み」と回答。

• 約３割が「分からない」と回答

30.2% 64.1% 3.5%

1.4%

0.1%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①０件 ②１～５件 ③６件～10件 ④11件～20件 ⑤21件～30件 ⑥31件以上

9.1% 8.1% 51.6% 31.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①増加する見込み ②減少する見込み ③増減なしの見込み ④分からない

Ⅲ 参考資料 

１ 個人ばく露測定にかかる事業場アンケート結果 
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３

「サンプリング」実施者について

質問（4-ⅰ）個人ばく露測定の「サンプリング」は誰が実施していますか（複数回答あり）。

質問（4-ⅱ）ⅰで「⑥その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載） 全回答数：978件（複数回答あり）

質問（4-ⅲ) ⅰで④、⑤、⑥と回答された方にお聞きします。個人サンプリング法の登録を受けた作業環境測定機関又は作業環境測定士に実施さ
せなかった理由を教えてください。

質問（4-ⅳ) ⅲで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載） 全回答数：15件

• 約96%が作業環境測定機関に委託している

と回答。

• また、約11％が個人サンプリング法に係る

登録を受けていない作業環境測定機関に委

託していると回答。

＜その他＞

• 元請事業場が実施（作業環境測定士が実

施）

• 約40％が「作業環境測定機関又は作業環境測定士でなくとも実施ができると思った」と回答。

＜その他＞

• 法令で規制された物質（医薬品の原薬（有効成分）の粉塵）ではないものを自社測定したため。

20.0% 40.0% 40.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①作業環境測定機関又は作業環境測定士に依頼したが、日程が合わない等の理由により依頼できなかった

②委託する際の料金が高すぎた

③作業環境測定機関又は作業環境測定士でなくても実施できると思った

④その他

85.8%

10.7%

1.6%

0.3%

1.1%

0.4%

①個人サンプリング法に係る厚生労働大臣…

②個人サンプリング法以外のものの厚生労…

③自社測定で、個人サンプリング法の登録…

④自社測定で、個人サンプリング法の登録…

⑤自社測定で、作業環境測定士の資格を有…

⑥その他（具体的な内容）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４

「分析」実施者について
質問（5-ⅰ)個人ばく露測定の「分析」は誰が実施していますか（複数回答あり）。

質問（5-ⅱ) ⅰで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

• 約97%が作業環境測定機関に委託してい

ると回答。

＜その他＞

• 元請事業場が実施（作業環境測定士が実

施）

質問（5-ⅲ) ⅰで③、④と回答された方にお聞きします。登録された作業環境測定機関に委託又は自社の作業環境測定士に実施させなかった理由を
教えてください。

質問（5-ⅳ) ⅲで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載） 全回答数：9件

全回答数：923件（複数回答あり）

• 約22%が「委託する際の料金が高すぎた」と回

答。

• 約11%が「作業環境測定機関又は作業環境測定

士でなくとも実施ができると思った」と回答。

＜その他＞

• 法令で規制された物質（医薬品の原薬（有効成

分）の粉塵）ではないものを自社測定したため。

22.2% 11.1% 66.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①作業環境測定機関又は作業環境測定士に依頼したが、日程が合わない等の理

由により依頼できなかった

②委託する際の料金が高すぎた

97.3%

1.6%

0.8%

0.3%

①厚生労働大臣又は都道府…

②自社測定で、作業環境測…

③自社測定で、作業環境測…

④その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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５

作業環境測定機関又は作業環境測定士が実施した場合について①

質問(6-ⅰ)個人ばく露測定の結果の通知や説明に満足（理解）できましたか。

質問(6-ⅱ) ⅰで「③あまり満足（理解）できない」「④満足（理解）できない」と回答した理由を教えてください。（自由記載）

「サンプリング」又は「分析」を、作業環境測定機関又は作業環境測定士が実施したと回答した事業者への質問。

（※）質問（４-ⅰ）で「①から③」又は(５-ⅰ）で「①、②」と回答した者

全回答数：908件

質問(7-ⅰ)個人ばく露測定の精度は信頼できるものでしたか。

質問(7-ⅱ) ⅰで「③あまり信頼できない」「④信頼できない」と回答した理由を教えてください。（自由記載） 全回答数：905件

• 約96%が満足（理解）できたと回答。

＜あまり満足（理解）できない、満足（理解）でき

ないとした理由＞

• 測定結果報告書が専門的に書かれていてわかりづ

らい。

• 測定方法が通常の測定法と異なっていた。

• 約95%が信頼できると回答。

＜あまり信頼できないとした理由＞

• 測定方法が通常の測定法と異なっており、また、季節及びその日の風向きに左右されるため。

・信頼できないとの回答はなし。

63.2% 33.1%

1.3%

0.2%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①満足（理解）できた ②ある程度満足（理解）できた

③あまり満足（理解）できない ④満足（理解）できない

⑤分からない

74.1% 21.3%

0.6%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①信頼できる ②ある程度信頼できる ③あまり信頼できない ④信頼できない ⑤分からない

６

作業環境測定機関又は作業環境測定士が実施した場合について②

質問(8-ⅰ)個人ばく露測定の結果に基づいて、リスクの見積もりや呼吸用保護具の選定を行うことができましたか。

質問(8-ⅱ) ⅰで「③あまりできなかった」「④できなかった」と回答した理由を教えてください。（自由記載） 全回答数：899件

質問(９)その他、測定結果の通知や説明に関する御意見等があれば、記載願います。

「サンプリング」又は「分析」を、作業環境測定機関又は作業環境測定士が実施したと回答した事業者への質問。

（※）質問（４-ⅰ）で「①から③」又は(５-ⅰ）で「①、②」と回答した者

• 約98%がリスクの見積もりや呼吸用保護具

の選定を行うことができたと回答。

（※）「あまりできなかった」との回答については、

測定後、溶接作業がなくなり保護具の選定などの機会

が無くなったというもの。

【測定機関への要望】

• 測定結果の通知だけでは無く、課題があった場合の対応策や対応可能な機関等の紹介を希望する。

• 測定結果の通知に係る日数の短縮を希望する。

77.8% 20.1%

0.2%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①できた ②ある程度できた

③あまりできなかった ④できなかった

⑤分からない
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７

作業環境測定機関に委託をせずに測定した場合について①

質問(10-ⅰ)個人ばく露測定の測定結果の通知や説明に満足（理解）できましたか。

質問(10-ⅱ) ⅰで「③あまり満足（理解）できない」「④満足（理解）できない」と回答した理由を教えてください。（自由記載）

全回答数：17件

「サンプリング」又は「分析」を個人サンプリング法の登録を受けていない作業環境測定機関又は作業環境測定士の資格を有しない者が実施したと回答した事業者へ
の質問。（※）質問（４-ⅰ）で「④から⑥」又は(５-ⅰ）で「③、④」と回答した者

質問(11-ⅰ)個人ばく露測定の精度は信頼できるものでしたか。

質問(11-ⅱ) ⅰで「③あまり信頼できない」「④信頼できない」と回答した理由を教えてください。
全回答数：17件

• 作業環境測定機関に委託をせず測定を実施

した事業者は「満足（理解）できた」又は

「ある程度満足（理解）できた」と回答。

• 作業環境測定機関に委託をせず測定を実施

した事業者は「信頼できる」又は「ある程

度信頼できる」と回答。

35.3% 64.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①満足（理解）できた ②ある程度満足（理解）できた
③あまり満足（理解）できない ④満足（理解）できない
⑤分からない

29.4% 70.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①信頼できる ②ある程度信頼できる ③あまり信頼できない

④信頼できない ⑤分からない

８

作業環境測定機関に委託をせずに測定した場合について②

質問(12-ⅰ)個人ばく露測定の結果に基づいて、リスクの見積もりや呼吸用保護具の選定を行うことができましたか。

質問(12-ⅱ) ⅰで「③あまりできなかった」「④できない」と回答した理由を教えてください。 全回答数：17件

質問(13)その他、測定結果の通知や説明に関する御意見等があれば、記載願います。

• 作業環境測定機関に委託をせず測定を実施

した事業者は、リスクの見積もりや呼吸用

保護具の選定を行うことが「できた」又は

「ある程度できた」と回答。

【測定に係る機器の負担等に係る要望】

• 測定機器等に係る費用が負担となっている。

「サンプリング」又は「分析」を個人サンプリング法の登録を受けていない作業環境測定機関又は作業環境測定士の資格を有しない者が実施したと回答した事業者へ
の質問。（※）質問（４-ⅰ）で「④から⑥」又は(５-ⅰ）で「③、④」と回答した者

58.8% 41.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①できた ②ある程度できた ③あまりできなかった

④できなかった ⑤分からない
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９

「サンプリング」を行う者の要件について

質問(14-ⅰ)個人ばく露測定の精度を確保するために、個人ばく露測定のうち、「サンプリング」を「一定の資格者」のみが実施できる仕組みとす

る必要があると思いますでしょうか。
全回答数：1008件

質問(14-ⅱ)ⅰで「①必要がある」「②ある程度必要がある」と回答された理由を教えてください。

質問(14- ⅲ) ⅱで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。 全回答数：843件

質問(14-ⅳ)ⅰで「③あまり必要はない」「④必要はない」と回答された理由を教えてください。

質問(14-ⅴ) ⅳで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。 全回答数：137件

• 約85%がサンプリングを「一定の資格者」に実施さ

せる必要があると回答。

• 約７割が「「一定の資格者」が実施していないデザイン・サンプリングの精度は信頼できないため」と回答。

• 約29％が自社の労働者に行わせるのが難しいと回答。

＜その他＞

• 改善措置が必要と思われるような場所など有資格者を求める条件を検討するべきではないか。

• 約４割が「費用がかかるため」、約２割が「自社の労働者で実施可
能であるため」と回答。

• 約18%が「過去に作業環境測定機関又は作業環境測定士以外の者に
依頼しても、特に支障がなかったため」と回答。

＜その他＞

• 資格までは求めず、一定の講習等を受けた者が実施することとした
ほうがよいのではないか。

• 測定機関等との調整等の負担が新たに生じる。

47.3% 37.9% 10.4%4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①必要がある ②ある程度必要がある

③あまり必要はない ④必要はない

69.9% 28.7%
0.2% 1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①「一定の資格者」が実施していないデザイン・サンプリングの精度は信頼できないため
②自社の労働者に行わせるのが難しいため
③過去に作業環境測定機関又は作業環境測定士以外の者に依頼したところ、問題があったため
④その他

18.2% 20.4% 41.6% 19.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①過去に作業環境測定機関又は作業環境測定士以外の者に依頼し

ても、特に支障がなかったため

「サンプリング」を行う者の要件について

11

「分析」を行う者の要件について

質問(15-ⅰ)個人ばく露測定の精度を確保するために、個人ばく露測定のうち、「分析」を「一定の資格者」のみが実施できる仕組みとする必要があ
ると思いますでしょうか。

全回答数：1004件

質問(15-ⅱ)ⅰで「①必要がある」「②ある程度必要がある」と回答された理由を教えてください。

質問(15-ⅲ) ⅱで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）
全回答数：889件

質問(15-ⅳ)ⅰで「③あまり必要はない」「④必要はない」と回答された理由を教えてください。

質問(15-ⅴ) ⅳで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。 全回答数：93件

• 約９割が分析を「一定の資格者」に実施させる

必要があると回答。

• 約７割が「「一定の資格者」が実施していない分析

の精度は信頼できないため」と回答。

• 約３割が「分析機器がある所でないと分析できない

ため」と回答。

• 約５割が「費用がかかるため」と回答。

• 約２割が「過去に作業環境測定機関又は作業環境測定士以外の

者に依頼しても、特に支障がなかったため」と回答。

• 約１割が「自社の労働者で実施可能であるため」と回答。

＜その他＞

• 作業環境測定機関等の負担が増える可能性を懸念。

57.1% 33.2% 6.2%3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%①必要がある ②ある程度必要がある

③あまり必要はない ④必要はない

69.2% 30.0%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①「一定の資格者」が実施していない分析の精度は信頼できないため

22.6% 10.8% 48.4% 18.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①過去に作業環境測定機関又は作業環境測定士以外の者に依頼しても、特

に支障がなかったため
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12

個人ばく露測定に関するその他意見について

質問(16)その他、個人ばく露測定に関する御意見等があれば、記載願います。

【事業場の課題（費用負担・人員関係）】

• 労働者の保護の観点で測定の精度担保を図ることには必要であると考えるが、事業場にとっては、機器の調達や測定費用の負担が大きく

なると考える。このため、助成金等を検討いただきたい。[費用負担に関する意見は33件]

• 労働者が少なく、測定に係る人的な負担（作業者の拘束時間が長い）も大きい。[人的な負担に関する意見は４件]

【測定方法・制度】

• 測定の精度担保及び適切な保護具の選択の観点から、資格者による測定が必要であると考える。[資格者による測定に関するの意見は４

件]

• 有資格者を求める条件を検討するべきではないか。

• 安全衛生に関しての制度変更について、その対策が労働者の安全衛生の確保に資するという根拠を示して欲しい。

• 測定方法について、より簡便な測定法等の開発をお願いしたい。[より簡便な測定法に関する意見は５件]

• 個人ばく露測定について、その制度の事業者や測定機関担当者の一層の理解の促進が必要。なお、有資格者等の新たな制度導入に当たっ

ては、十分な周知期間等が必要である。[制度周知に関する意見は４件]

• 有資格者の制度とすることで、現在の作業環境測定機関等の業務量が増え、対応できなくなるのではないか。

13

【参考】個人ばく露測定に係るアンケート様式
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【参考】個人ばく露測定に係るアンケート 質問一覧①
次の１から４の質問については、全ての方にお聞きします。

1-ⅰ 個人ばく露測定はどのような場合に実施したことがありますか（複数回答あり）。

①継続的に屋内で金属アーク溶接等を行う作業場で、溶接ヒュームの濃度を測定する場合。

②リスクアセスメントにおけるリスク見積もりと呼吸用保護具の選択のために実施する場合。

③第三管理区分の作業場で、適正な呼吸用保護具を選択する場合。

④その他（具体的な内容 ）

1-ⅱ ⅰで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

２ 直近の事業年度における個人ばく露測定の実績はどのくらいでしょうか。

①0件、②1～５件、③６件～10件、④11～20件、⑤21～30件、⑥31件以上

３ 個人ばく露測定による実績は、今後どのような見通しでしょうか。

①増加する見込み、②減少する見込み、③増減なしの見込み、④分からない

4-ⅰ 個人ばく露測定のサンプリングは誰が実施していますか（複数回答あり）。

①個人サンプリング法に係る厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けている

作業環境測定機関に委託。

②個人サンプリング法以外のものの厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け

ている作業環境測定機関に委託。

③自社測定で、個人サンプリング法の登録を受けている作業環境測定士が実施。

④自社測定で、個人サンプリング法の登録を受けていない作業環境測定士が実施。

⑤自社測定で、作業環境測定士の資格を有さない者が実施。

⑥その他（具体的な内容 ）

4-ⅱ ⅰで「⑥その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

4-ⅲ ⅰで④、⑤、⑥と回答された方にお聞きします。個人サンプリング法の登録を受けた作業環境

測定機関又は作業環境測定士に実施させなかった理由を教えてください。

①作業環境測定機関又は作業環境測定士に依頼したが、日程が合わない等の理由により依頼

できなかった。

②委託する際の料金が高すぎた。

③作業環境測定機関又は作業環境測定士でなくても実施できると思った。

④その他（ ）

4-ⅳ ⅲで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

5-ⅰ 個人ばく露測定の分析は誰が実施していますか（複数回答あり）。

①厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けている作業環境測定機関に委託。

②自社測定で、作業環境測定士の資格を有する者が実施。

③自社測定で、作業環境測定士の資格を有さない者が実施。

④その他（具体的な内容 ）

5-ⅱ ⅰで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

5-ⅲ ⅰで③、④と回答された方にお聞きします。登録された作業環境測定機関に委託又は自社の作業

環境測定士に実施させなかった理由を教えてください。

①作業環境測定機関又は作業環境測定士に依頼したが、日程が合わない等の理由により依頼できな

かった。

②委託する際の料金が高すぎた。

③作業環境測定機関又は作業環境測定士でなくても実施できると思った。

④その他（ ）

5-ⅳ ⅲで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

次の６から９の質問については、４ⅰ）で「①から③」又は５ⅰ）で「①、②」と回答された方にお聞き
します。

6-ⅰ 個人ばく露測定の結果の通知や説明に満足（理解）できましたか。

①満足（理解）できた、②ある程度満足（理解）できた、③あまり満足（理解）できない、

④満足（理解）できない、⑤分からない

6-ⅱ ⅰで「③あまり満足（理解）できない」「④満足（理解）できない」と回答した理由を教えて

ください。（自由記載）

7-ⅰ 個人ばく露測定の精度は信頼できるものでしたか。

①信頼できる、②ある程度信頼できる、③あまり信頼できない、④信頼できない、⑤分からない

7-ⅱ ⅰで「③あまり信頼できない」「④信頼できない」と回答した理由を教えてください。（自由記
載）

8-ⅰ 個人ばく露測定の結果に基づいて、リスクの見積もりや呼吸用保護具の選定を行うことが

できましたか。

①できた、②ある程度できた、③あまりできなかった、④できなかった、⑤分からない

8-ⅱ ⅰで「③あまりできなかった」「④できなかった」と回答した理由を教えてください。（自由記
載）

９ その他、測定結果の通知や説明に関する御意見等があれば、記載願います。（自由記載）

15

【参考】個人ばく露測定に係るアンケート 質問一覧②
次の10から13の質問については、４ⅰ）で「④から⑥」 又は ５ⅰ）で「③、④」と回答された方に
お聞きします。

10-ⅰ 個人ばく露測定の測定結果の通知や説明に満足（理解）できましたか。

①満足（理解）できた、②ある程度満足（理解）できた、③あまり満足（理解）できない、

④満足（理解）できない、⑤分からない

10-ⅱ ⅰで「③あまり満足（理解）できない」「④満足（理解）できない」と回答した理由

を教えてください。（自由記載）

11-ⅰ 個人ばく露測定の精度は信頼できるものでしたか。

①信頼できる、②ある程度信頼できる、③あまり信頼できない、④信頼できない、⑤分からない

11-ⅱ ⅰで「③あまり信頼できない」「④信頼できない」と回答した理由を教えてください。

（自由記載）

12-ⅰ 個人ばく露測定の結果に基づいて、リスクの見積もりや呼吸用保護具の選定を行うこと

ができましたか。

①できた、②ある程度できた、③あまりできなかった④できなかった、⑤分からない

12-ⅱ ⅰで「③あまりできなかった」「④できない」と回答した理由を教えてください。（自由記載）

13 その他、測定結果の通知や説明に関する御意見等があれば、記載願います。（自由記載）

次の14から16の質問については、全ての方にお聞きします。

14-ⅰ 個人ばく露測定の精度を確保するために、個人ばく露測定のうち、サンプリングを

「一定の資格者」のみが実施できる仕組みとする必要があると思いますでしょうか。

①必要がある、②ある程度必要がある、③あまり必要はない、④必要はない

14-ⅱ ⅰで「①必要がある」「②ある程度必要がある」と回答された理由を教えてください。

①「一定の資格者」が実施していないサンプリングの精度は信頼できないため。

②自社の労働者に行わせるのが難しいため。

③過去に作業環境測定機関又は作業環境測定士以外の者に依頼したところ、問題があったため。

④その他（ ）

14-ⅲ ⅱで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

14-ⅳ ⅰで「③あまり必要はない」「④必要はない」と回答された理由を教えてください。

①過去に作業環境測定機関又は作業環境測定士以外の者に依頼しても、特に支障がなかったため。

②自社の労働者で実施可能であるため。

③「一定の資格者」に依頼する際の費用がかかるため。

④その他（ ）

14-ⅴ ⅳで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

15-ⅰ 個人ばく露測定の精度を確保するために、個人ばく露測定のうち、分析を

「一定の資格者」のみが実施できる仕組みとする必要があると思いますでしょうか。

①必要がある、②ある程度必要がある、③あまり必要はない、④必要はない

15-ⅱ ⅰで「①必要がある」「②ある程度必要がある」と回答された理由を教えてください。

①「一定の資格者」が実施していない分析の精度は信頼できないため。

②分析機器がある所でないと分析できないため。

③過去に作業環境測定機関又は作業環境測定士以外の者に依頼したところ、問題があったため。

④その他（ ）

15-ⅲ ⅱで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

15-ⅳ ⅰで「③あまり必要はない」「④必要はない」と回答された理由を教えてください。

①過去に作業環境測定機関又は作業環境測定士以外の者に依頼しても、特に支障がなかったため。

②自社の分析機器で分析できるため。

③「一定の資格者」に依頼する際の費用がかかるため。

④その他（ ）

15-ⅴ ⅳで「④その他」と回答された場合は、具体的な内容をご記入ください。（自由記載）

16 その他、個人ばく露測定に関する御意見等があれば、記載願います。（自由記載）
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２ 今後の個人ばく露測定に必要な人日について 

 

(1) 個人ばく露測定に係る測定精度の担保等のための検討に資するため、作業環境測定士

の必要となる人日を試算したものである。この試算にあたっては、最大限に大きな仮

定を置いている。 

 

(2) 事業報告書（抜粋） 

 事業場数 
延単位作業場

所 

延単位作業場の管理区分 

第１管理区分 第２管理区分 第３管理区分 

特定化学物質（３

号） 
38,167 172,247 165,674 4,033 2,540 

金属類（４号）  7,525 39,469 36,521 1,419 1,592 

有機溶剤（５号） 33,581 218,574 208,165 6,833 3,576 

合計 79,273 430,290 410,360 12,285 7,708 

 

(3) 作業環境測定関係 

①事業場数：79,273 事業場 

②延単位作業場数：430,290 作業場 

③第二管理区分及び三管理区分事業場数：19,993 件（＝12,285 件＋7,708 件） 

④延単位作業場における第２及び第３管理区分割合；③19,933 件÷②430,290 作業場✕

100≒4.63％（約 5％） 

⑤作業環境測定対象物質数（３号から５号分）：172 物質 

⑥⑤における製造量等合計：2,224,121 トン＜47物質分＞ 

⑦濃度基準値測定対象物質：842 物質 

⑧⑦における製造量等合計：33,111,244 トン＜309 物質分＞ 

⑨濃度基準値の測定対象となる延単位作業場数：②✕⑧÷⑥≒6,405,873作業場 

 

(4) 個人ばく露測定関係 

⚫ 濃度基準値の確認測定（個人ばく露測定）については、技術上の指針により、呼吸域

の濃度が濃度基準値を超えている場合は６月に１回、確認測定（個人ばく露測定）（⑩）

の実施を求め、呼吸域の濃度が濃度基準値の２分の１を上回り、濃度基準値を超えな

い場合は一定の頻度で確認測定（⑪）を実施することが望ましいとしている。 

⚫ 均等ばく露作業における最大ばく露者における呼吸域の濃度が濃度基準値を超える

労働者がいる単位作業場は、作業環境測定結果が第１管理区分でない単位作業場（第

２管理区分及び第３管理区分となる単位作業場）と推定できる。これは、④により全



 

 

 

23 

 

 

体の延単位作業場の約５％となる1。 

⚫ ここで、全ての単位作業場を母集団として、その平均濃度の分布が幾何正規分布して

いると仮定すると2、④は幾何正規分布の上側５％に相当するため、幾何標準偏差の対

数値(LogGSD)の 1.645 倍を超える分布として表される。ACGIH(2022)では、よく制

御された現場での GSDは 2.0 であるとしているので3、これを前提にすると、この濃

度の１／２以上の分布は、幾何標準偏差の対数値(LogGSD)の 0.645 倍を超える分布

として示すことができる。この分布は、正規分布の確率表から、約 25.9%と推定でき

る4。 

⚫ ⑨は年２回測定した単位作業場数の延べ数であることを踏まえ単位作業場数は⑨の

1/2であり、その約５％が⑩の確認測定を年２回行い、残り約 20.9％が⑪の確認測定

を行うことになる。 

⚫ ⑪の測定を仮に年１回とした場合、個人ばく露測定件数は以下のとおり推計できる。 

⚫ ⑫個人ばく露測定件数；（⑩の測定件数）＋（⑪の測定件数） 

          ＝（⑨×1/2×５％×２回／年）＋（⑨×1/2×20.9％×１回／年） 

          ≒ 989,708 作業場/年 

 

(5) 作業環境測定士による測定件数等 

 

1 第２管理区分は、第一評価値（上側 95％値）が管理濃度以上で、第二評価値（算術平均値）

が管理濃度以下の場合であるため、最大ばく露者（ばく露の程度の最も高い均等ばく露作業の

うち、ばく露の程度の最も高い者）の呼吸域の濃度が管理濃度を超えることは合理的に推定さ

れる。 

2 作業環境測定協会（2010）では、296 の単位作業場において、それぞれ５～20 の測定点の粉

じんの相対濃度と標準偏差の関係は、濃度を対数変換すると、分布は正規型に近づき、幾何平

均と幾何標準偏差とは独立に分布するようになるとされている（作業環境測定協会（2010）作

業環境測定ガイドブック[0] 総論編 pp.154-155）。 

3 ACGIH (2022) では、「幾何正規分布しているのであれば、よく制御された工程における短

時間ばく露値は、幾何標準偏差 2.0 を持つ」という記載がある。（ACGIH (2022) TLVs and 

BEIs,  p.5） 
4 対数正規分布の場合、横軸は X = logC となる。濃度 C を超える確率が 5％（上側 95％）をす
ると、正規分布の確率表から、 

LogC = Log GM + 1.645Log GSD 
となる。ここで、濃度 C/2 の対数は 

Log C/2 = LogC – Log2 = Log GM + 1.645Log GSD – Log2 
となる。ここで、ACGIH（2022）では、よく制御された現場での GSD は 2.0 であるとしている
ので、これを前提にすると、 

Log C/2 = Log GM + 1.645Log2.0 – Log2 = Log GM + 0.645Log2.0 = LogGM + 
0.645logGSD 
となり、濃度 C/2 を超える確率分布は、正規分布の確率表から、約 25.9%となる。  
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⑬登録されている作業環境測定士：36,061 人 

 

(6) 作業環境測定士数等について（日本作業環境測定協会会員データに基づき算出） 

・測定機関に所属する第１種、第２種の平均人数（それぞれ 6.6 人、3.05 人）に登録さ

れている全ての測定機関件数（757 機関）を掛けて、第１種、第２種の測定士数を算

出。 

 第１種作業環境測定士数：757 機関×6.6 人≒4,997 人 

 第２種作業環境測定士数：757 機関×3.05 人≒2,309 人 

 作業環境測定士数合計 ：7,306 人 

 ・この場合、現状では、作業環境測定士 7,306 名で、②に係る作業環境測定を年２回実施

していることから、 

  作業環境測定士 1人当たりの年間測定件数（⑮）は次のとおりとなる。 

   ②✕２回／年÷7,306 名≒約 118 件（⑮） 

 ・よって、⑫から必要な作業環境測定士数（⑯）を算出すると次のとおり。 

   ⑫÷⑮＝8,388 人（⑯） 

 

(7) 個人ばく露測定と作業環境測定の１事業場当たりに要する時間の違いを踏まえた評価 

 ・作業環境測定の１件当たりの人日に対して、個人ばく露測定は１件当たり４倍5の人日

を要すると仮定した場合、必要な作業環境測定士数は 33,552 人となる。 

 

(8) 検討結果 

・法令又は技術上の指針で求められる個人ばく露測定を全て作業環境測定士が行うと仮

定した場合において、必要な作業環境測定士の業務量を算定したところ、33,552 人分

の測定業務量が増加することが推定される。 

 

 

5 作業環境測定は１件約２時間程度、個人ばく露測定は１件約８時間程度と考え、人日を４倍

と算出。技術上の指針で半年ごとに行うことが求められる個人ばく露測定は、連続モニタ等で

代える場合も認められているが、ここでは、全数個人ばく露測定を行うと仮定している。 


